
 

ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 活 用 事 業 実 施 要 領  

 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日  

初 等 中 等 教 育 局 長 決 定  

平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ８ 日 一 部 改 正  

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

 

 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 費 補 助 金 （ い じ め 対 策 ・ 不 登 校 支 援 等 総 合

推 進 事 業 ） 交 付 要 綱 第 ２ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ

ー 等 活 用 事 業 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 を 、 本 実 施 要 領 で 定 め る も

の と す る 。  

 

１  事 業 の 趣 旨  

  公 立 の 小 学 校 、 中 学 校 、 義 務 教 育 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学

校 、 特 別 支 援 学 校 及 び 地 方 公 共 団 体 が 設 置 す る 児 童 生 徒 の 教 育 相 談

を 受 け る 機 関 （ 以 下 「 学 校 等 」 と い う 。 ） に 児 童 生 徒 の 心 理 に 関 し

て 高 度 に 専 門 的 な 知 識 ・ 経 験 を 有 す る ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 又 は ス

ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー に 準 ず る 者 （ 以 下 「 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 」

と い う 。 ） を 配 置 す る と と も に 、 ２ ４ 時 間 体 制 の 電 話 相 談 や S N S等

を 活 用 し た 相 談 を 実 施 し 、 教 育 相 談 体 制 を 整 備 す る 。  

  ま た 、 被 災 し た 児 童 生 徒 等 の 心 の ケ ア 、 教 職 員 ・ 保 護 者 等 へ の

助 言 ・ 援 助 等 を 行 う た め 、 学 校 等 （ 公 立 幼 稚 園 を 含 む 。 ） に ス ク ー

ル カ ウ ン セ ラ ー 等 を 緊 急 配 置 す る 。  

 

２  実 施 主 体  

  本 事 業 の 実 施 主 体 は 、 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 と す る 。  

 

３  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 の 選 考  

( 1 )  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー の 選 考  

  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 か ら 、 実 績 も 踏 ま え 、 都 道 府

県 又 は 指 定 都 市 が 選 考 し 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー と し て 認 め た 者

と す る 。  

①   公 認 心 理 師  

②   公 益 財 団 法 人 日 本 臨 床 心 理 士 資 格 認 定 協 会 の 認 定 に 係 る



 

臨 床 心 理 士  

③   精 神 科 医  

④   児 童 生 徒 の 心 理 に 関 し て 高 度 に 専 門 的 な 知 識 及 び 経 験 を

有 し 、 学 校 教 育 法 第 １ 条 に 規 定 す る 大 学 の 学 長 、 副 学 長 、

学 部 長 、 教 授 、 准 教 授 、 講 師 （ 常 時 勤 務 を す る 者 に 限 る ）

又 は 助 教 の 職 に あ る 者 又 は あ っ た 者  

 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 が 上 記 の 各 者 と 同 等 以 上 の 知 識 及

び 経 験 を 有 す る と 認 め た 者  

 

( 2 )  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー に 準 ず る 者 の 選 考  

  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 か ら 、 実 績 も 踏 ま え 、 都 道 府  

県 又 は 指 定 都 市 が 選 考 し 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー に 準 ず る 者 と し  

て 認 め た 者 と す る 。  

①   大 学 院 修 士 課 程 を 修 了 し た 者 で 、 心 理 業 務 又 は 児 童 生 徒

を 対 象 と し た 相 談 業 務 に つ い て 、 １ 年 以 上 の 経 験 を 有 す る

者  

②   大 学 若 し く は 短 期 大 学 を 卒 業 し た 者 で 、 心 理 業 務 又 は 児

童 生 徒 を 対 象 と し た 相 談 業 務 に つ い て 、 ５ 年 以 上 の 経 験 を

有 す る 者  

③   医 師 で 、 心 理 業 務 又 は 児 童 生 徒 を 対 象 と し た 相 談 業 務 に

つ い て 、 １ 年 以 上 の 経 験 を 有 す る 者  

④   都 道 府 県 又 は 指 定 都 市 が 上 記 の 各 者 と 同 等 以 上 の 知 識 及

び 経 験 を 有 す る と 認 め た 者  

  た だ し 、 前 各 号 に 掲 げ る 者 の 任 用 は 、 地 域 や 学 校 の 実 情 を 踏 ま  

え 、 ３ ( 1 )に 掲 げ る 者 の 任 用 よ り も 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 場  

合 に 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

 

( 3 )  相 談 員 の 選 考  

  電 話 相 談 又 は S N S等 を 活 用 し た 相 談 や 教 育 相 談 に 関 す る 知 識 及

び 経 験 を 有 し 、 本 事 業 の 趣 旨 を 理 解 す る 者 を 、 都 道 府 県 又 は 指 定

都 市 が 選 考 し 、 相 談 員 と し て 認 め た 者 と す る 。 た だ し 、 第 三 者 へ

の 委 託 を 行 う 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

  な お 、 S N S等 を 活 用 し た 相 談 は 、 電 話 相 談 や 対 面 に よ る 相 談 と

は 異 な る 相 談 技 法 が 必 要 に な る 。 そ の た め 、 第 三 者 へ の 委 託 を 行

う 場 合 も 含 め S N S等 を 活 用 し た 相 談 に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 有 し

て い な い 相 談 員 を 選 考 す る 場 合 は 、 相 談 を 開 始 す る 前 に 必 要 な 研

修 を 行 う な ど し て 十 分 な 相 談 体 制 を 整 え る こ と 。  

 

４  事 業 の 内 容  

  本 事 業 は 、 次 の 内 容 を 実 施 す る こ と が で き る 。  



 

( 1 )  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 活 用 事 業  

  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 や ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 に 対 し て 適

切 な 指 導 ・ 援 助 が で き る ス ー パ ー バ イ ザ ー を 学 校 ・ 教 育 委 員 会 等

に 配 置 し 、 児 童 生 徒 の 心 の ケ ア に 加 え 、 教 員 の カ ウ ン セ リ ン グ 能

力 等 の 向 上 の た め の 校 内 研 修 や 児 童 生 徒 の 困 難 ・ ス ト レ ス へ の 対

処 方 法 等 に 資 す る 教 育 プ ロ グ ラ ム を 実 施 す る と と も に 、 ス ク ー ル

カ ウ ン セ ラ ー 等 の 専 門 性 を 向 上 さ せ る た め の 研 修 や 、 事 業 を 効 果

的 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め の 情 報 交 換 や 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 等

を 行 う 連 絡 協 議 会 を 開 催 す る 。  

  な お 、 公 立 高 等 学 校 へ の ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 の 配 置 に つ い

て は 、 事 業 の 実 施 に 係 る 配 置 校 の 総 数 の １ ０ ％ 以 内 を 目 安 と す る 。  

 

( 2 )  電 話 相 談 事 業  

  文 部 科 学 省 が 設 定 す る 全 国 統 一 の 教 育 相 談 ダ イ ヤ ル に よ り ２ ４

時 間 体 制 で の 電 話 相 談 を 実 施 し 、 電 話 相 談 員 の 資 質 を 向 上 さ せ る

た め の 研 修 、 事 業 を 効 果 的 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め の 情 報 交 換 や

関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 等 を 行 う 連 絡 協 議 会 を 開 催 す る 。  

  な お 、 ２ ４ 時 間 体 制 で の 教 育 相 談 窓 口 の 周 知 に あ た り 、 原 則 、

国 ・ 公 ・ 私 立 の 小 学 校 ・ 中 学 校 ・ 義 務 教 育 学 校 ・ 高 等 学 校 ・ 中 等

教 育 学 校 ・ 特 別 支 援 学 校 の 全 て の 児 童 生 徒 に 周 知 す る た め の 教 育

相 談 窓 口 紹 介 カ ー ド を 作 成 し 、 配 布 す る 。  

 

( 3 )  S N S等 を 活 用 し た 相 談 体 制 整 備 事 業  

 ①  S N S等 を 活 用 し た 双 方 向 の 文 字 情 報 等 に よ る 相 談 事 業  

  S N S等 を 活 用 し た 双 方 向 の 文 字 情 報 等 に よ る 相 談 （ 以 下 「 S N S等

を 活 用 し た 相 談 」 と す る ） を 実 施 す る と と も に 、 相 談 員 の 専 門 性

を 向 上 さ せ る た め の 研 修 、 事 業 を 効 果 的 か つ 円 滑 に 実 施 す る た め

の 相 談 受 付 日 等 の 相 談 体 制 の 在 り 方 、 相 談 技 法 や シ ス テ ム の 確 立 、

電 話 相 談 と の 有 機 的 な 統 合 の 在 り 方 の 検 討 及 び 情 報 交 換 や 関 係 機

関 と の 連 絡 調 整 等 を 行 う 連 絡 協 議 会 の 開 催 を 実 施 す る 。  

 

 ②  通 報 ア プ リ 等 を 活 用 し た 一 方 向 の 文 字 情 報 等 に よ る 相 談 事 業  

  ア プ リ 等 を 用 い て 、 文 字 情 報 等 に よ る 児 童 生 徒 の い じ め 等 の 通

報 や 悩 み の 訴 え を 受 け 付 け 、 そ の 後 、 学 校 等 に 引 継 ぎ 、 必 要 に 応

じ て 当 該 学 校 等 に お い て 対 応 を 行 う と と も に 、 事 業 を 効 果 的 か つ

円 滑 に 実 施 す る た め の 通 信 ロ グ 等 の 分 析 ・ 研 究 及 び 関 係 機 関 へ の

通 報 の 在 り 方 又 は 情 報 交 換 や 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 等 を 行 う 連 絡

協 議 会 の 開 催 を 実 施 す る 。  

 

 ※ S N S等 を 活 用 し た 相 談 を 実 施 し た 際 に 、 相 談 内 容 等 を 考 慮 し 、



 

S N S等 か ら 、 音 声 通 話 へ の 切 替 え が 必 要 と 判 断 し た 場 合 、 当 該 相 談

に 関 す る 音 声 通 話 に 切 り 替 え た 後 の 相 談 も 本 事 業 に 含 む も の と す る 。  

 

（ 4） 災 害 時 緊 急 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 活 用 事 業  

 被 災 し た 児 童 生 徒 等 の 心 の ケ ア 、 教 職 員 ・ 保 護 者 等 へ の 助 言 ・ 援

助 等 を 行 う た め 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 を 学 校 等 に 緊 急 配 置 す る 。  

 

５  事 業 計 画 書 の 提 出  

  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 は 、 文 部 科

学 省 が 指 定 す る 期 日 ま で に 事 業 計 画 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

 

６  事 業 報 告 書 の 提 出  

  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 は 、 文 部 科 学 省 が 指

定 す る 期 日 ま で に 、 事 業 報 告 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

 

７  費 用  

( 1 )  補 助 対 象 経 費  

  国 は 、 記 ２ か ら ６ ま で の 要 件 を 満 た す 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 が 実

施 す る 事 業 （ そ の 一 部 を 委 託 し て 実 施 す る 場 合 も 含 む 。 ） に 対 し

て 補 助 す る も の と す る 。  

 

( 2 )  補 助 対 象 経 費 の 取 扱 い  

  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 活 用 事 業 に 係 る 補 助 対 象 経 費 の 取 扱 い

に つ い て は 、 以 下 の と お り と す る 。 取 扱 い に 際 し て は 、 都 道 府

県 ・ 指 定 都 市 が 持 つ 他 の 経 費 と 紛 れ る こ と の な い よ う に す る こ と 。  

  ①  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 活 用 事 業  

   ・ 報 酬 （ 常 勤 職 に 係 る 給 与 を 含 む ）  

    ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に 限     

る 。 ）  

   ・ 交 通 費 （ 自 宅 又 は 宿 泊 地 か ら の 通 勤 に 係 る 経 費 等 ）  

   ・ 旅 費 （ た だ し 、 原 則 離 島 な ど 遠 隔 地 へ の 派 遣 に 限 る 。 ）  

   ・ 消 耗 品 費  

   ・ 保 険 料  

②  電 話 相 談 事 業 （ 夜 間 ・ 休 日 等 に 通 常 業 務 で は 対 応 で き な い

電 話 相 談 を 実 施 す る た め に 要 す る 経 費 が 対 象 。 ま た 全 国 統 一

の 教 育 相 談 ダ イ ヤ ル に 登 録 す る た め に 要 す る 経 費 を 含 む 。 ）  

   ・ 報 酬  

    ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に      

限 る 。 ）  

   ・ 交 通 費 （ 自 宅 又 は 宿 泊 地 か ら の 通 勤 に 係 る 経 費 等 ）  



 

   ・ 消 耗 品 費  

   ・ 印 刷 製 本 費 （ カ ー ド 、 パ ン フ レ ッ ト 等 の 作 成 費 を 含 む ）  

   ・ 通 信 運 搬 費 （ 電 話 回 線 料 等 を 含 む ）  

   ・ 借 料 及 び 損 料  

   ・ 保 険 料  

   ・ 委 託 費  

  ③  S N S等 を 活 用 し た 相 談 体 制 整 備 事 業  

   ・ 報 酬  

    ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に      

限 る 。 ）  

   ・ 交 通 費 （ 自 宅 又 は 宿 泊 地 か ら の 通 勤 に 係 る 経 費 等 ）  

   ・ 消 耗 品 費  

   ・ 印 刷 製 本 費 （ カ ー ド 、 パ ン フ レ ッ ト 等 の 作 成 費 を 含 む ）  

   ・ 通 信 運 搬 費  

   ・ 借 料 及 び 損 料  

   ・ 保 険 料  

   ・ 委 託 費  

  ④  研 修 ・ 連 絡 協 議 会 に 係 る 経 費  

   ・ 諸 謝 金 （ 講 師 、 指 導 助 言 、 会 議 出 席 、 原 稿 執 筆 等 の 謝 金 ）  

   ・ 旅 費 （ 講 師 、 会 議 出 席 等 の 旅 費 ）  

   ・ 消 耗 品 費  

   ・ 印 刷 製 本 費  

   ・ 通 信 運 搬 費  

   ・ 借 料 及 び 損 料  

   ・ 会 議 費  

   ・ 報 酬  

   ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に 限     

る 。 ）  

   ・ 保 険 料  

   ・ 雑 役 務 費  

   ・ 委 託 費  

  ⑤  災 害 時 緊 急 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 活 用 事 業  

   ・ 報 酬  

    ・ 期 末 手 当 （ た だ し 、 会 計 年 度 任 用 職 員 に 支 給 す る も の に 限     

る 。 ）  

   ・ 交 通 費 （ 自 宅 又 は 宿 泊 地 か ら の 通 勤 に 係 る 経 費 等 ）  

   ・ 旅 費 （ 被 災 地 へ の 派 遣 に 要 す る 旅 費 ）  

   ・ 消 耗 品 費  

   ・ 保 険 料  

 



 

  た だ し 、 期 末 手 当 の 補 助 対 象 は 、 週 当 た り １ ５ 時 間 ３ ０ 分 以 上  

の 勤 務 実 績 が あ る 場 合 に 限 る た め 、 こ れ に 満 た な い 場 合 は 計 上 し  

な い こ と 。  

 

８  第 三 者 へ の 委 託 を 行 う 際 の 留 意 事 項  

  業 務 の 全 て を 直 接 執 行 す る こ と が 困 難 な 場 合 、 そ の 一 部 を 第 三

者 に 委 託 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 に あ

っ て も 、 そ の 業 務 遂 行 に 係 る 責 は 補 助 事 業 者 に 帰 す る も の と す る 。  

  そ の た め 、 補 助 事 業 者 は 、 受 託 者 が 受 け て い る 相 談 内 容 を 即 時

に 確 認 で き る シ ス テ ム と す る と と も に 、 生 命 に 関 わ る な ど 緊 急 の

対 応 が 必 要 な 場 合 の 受 託 者 か ら の 連 絡 体 制 を 確 立 す る こ と 。  

 

９  そ の 他 留 意 事 項  

( 1 )  ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 等 の 配 置 に 当 た っ て は 、 各 自 治 体 が

実 施 す る 効 果 検 証 の 結 果 を 踏 ま え た 効 果 的 ・ 効 率 的 な 配 置 と

す る こ と 。  

 ( 2 )  重 点 配 置 に 係 る 取 扱 い に つ い て は 、 文 部 科 学 省 か ら 別 に 示

す 趣 旨 ・ 目 的 に 沿 っ た 配 置 と す る こ と 。  

 ( 3 )  本 事 業 を 行 う に 当 た っ て は 、 そ の 他 の い じ め 対 策 ・ 不 登 校

支 援 等 総 合 推 進 事 業 と の 連 携 に 努 め る こ と と す る 。  

 ( 4 )  S N S等 を 活 用 し た 相 談 体 制 の 構 築 事 業 に つ い て は 、 以 下 に つ

い て も 留 意 す る こ と 。  

  ①  生 命 に 関 わ る な ど 緊 急 の 対 応 が 必 要 な 相 談 や 通 報 を 受 け た

際 に 、 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 で き る よ う 、 関 係 機 関 と 協 議 の 上 、

マ ニ ュ ア ル を 作 成 す る な ど 必 要 な 体 制 を 整 え る こ と 。 な お 、

４ ( 3 )① の 事 業 に つ い て は 、 緊 急 の 対 応 が 必 要 な 相 談 に つ い

て は 、 一 人 の 相 談 員 に よ る 対 応 が 困 難 に な る 場 合 が あ る た め 、

同 時 に 二 人 以 上 の 相 談 員 が 配 置 さ れ る 体 制 を 整 備 す る こ と が

望 ま し い 。  

  ②  相 談 受 付 時 間 外 や 同 時 に 複 数 の 相 談 や 通 報 が 来 た 場 合 な ど

す ぐ に 対 応 で き な い こ と が 想 定 さ れ る 際 は 、 利 用 児 童 生 徒 に

対 し て 、 そ の 旨 及 び そ の 際 の 対 応 が 十 分 伝 わ る よ う に 努 め る

こ と 。  

  ③  児 童 生 徒 の 氏 名 、 学 校 名 を 含 め た 相 談 や 通 報 内 容 に 関 す る

通 信 ロ グ に つ い て は 、 児 童 生 徒 の 個 人 情 報 に 該 当 す る 場 合 が

多 く 、 各 地 方 公 共 団 体 の 個 人 情 報 保 護 条 例 等 を 遵 守 し た 上 で

厳 格 に 管 理 す る こ と 。  

④  ス マ ー ト フ ォ ン 等 を 所 持 し な い 児 童 生 徒 に 対 し て 、 適 切 な

配 慮 を 行 う よ う に 努 め る こ と 。 ま た 、 G I G Aス ク ー ル 構 想 に よ

り 整 備 さ れ た 端 末 を 活 用 し 、 相 談 窓 口 に ア ク セ ス し や す く す



 

る な ど 、 児 童 生 徒 が 必 要 な と き に 、 容 易 か つ 迅 速 に 相 談 で き

る 体 制 の 整 備 に 努 め る こ と 。  

  ⑤  ４ ( 3 )① の 事 業 に つ い て は 、 同 時 に 複 数 の 相 談 が 来 た 場 合

な ど に お い て も 、 な る べ く 多 く の 相 談 に 対 し て 、 す ぐ に 対 応

で き る よ う に 相 談 の 受 付 方 法 等 に つ い て 工 夫 す る よ う 努 め る

こ と 。  

  ⑥  各 地 方 公 共 団 体 の 福 祉 部 局 な ど 関 係 機 関 と 有 機 的 な 連 携 を

図 る こ と 。  

 

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ８ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １

４ 日 か ら 適 用 す る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 な お 、 ２ に 関 し 、 ４ ( 3 )の 補 助 事 業 者 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 令

和 ２ 年 度 に お い て 、 S N S等 を 活 用 し た 相 談 体 制 の 構 築 事 業 に よ り 補

助 金 の 交 付 を 受 け た 市 区 町 村 を 含 む も の と す る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 な お 、 ２ に 関 し 、 ４ ( 3 )の 補 助 事 業 者 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 令

和 ２ 年 度 に お い て 、 S N S等 を 活 用 し た 相 談 体 制 の 構 築 事 業 に よ り 補

助 金 の 交 付 を 受 け た 市 区 町 村 を 含 む も の と す る 。  

 


